
検討会の検討体制について

障害児支援における人材育成に関する検討会 

研修カリキュラム等の検討に関する
実務者作業チーム

子育て当事者ヒアリング

こども・若者ヒアリング

具体的な運用及び実務の詳細における検討・整理

報告

結果の報告

○ 有識者、障害児支援事業者団体、こども・若者当事者、子育て当事者、自治体職員で構成する。
○ 研修体系構築に向けた運用及び詳細の実務については、有識者及び事業者団体委員で構成する実務
者作業チームを設置し、検討を行う。

〇 こども・若者ヒアリング、子育て当事者ヒアリングを実施し、こども・若者、子育て当事者の意見を聴く。
○ 実務者作業チームで行われた検討やヒアリングの結果については、検討会にて報告を行う。

検討会の検討体制のイメージ
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